
令和 2 年 1 ⽉ 17 ⽇  総務省が募集した、題記の意⾒募集について、以下のように意⾒を提出する。 
 
１．総論 
 無線局免許⼿続規則の⼀部を改正する省令案に賛成する 
ただし、今回の改正案においては、改正の主旨とその効果および改正案を実際に運⽤するにあたり、 
不確実な点があるため、以下の意⾒にて不明点を明確にするための意⾒を述べる。 
 
２．意⾒１  
「電波法施⾏規則の規定により許可を要しない⼯事設計の軽微な事項を定める等の件」 
 今回の改正においては、⼀度付属装置を付加し、付属装置（主にコンピュータ）のプログラムより 
送信する電波形式を付加する、開局申請、変更申請を⾏い、免許された電波形式に変更の無い場合に 
限り、付属装置のコンピュータプログラムから送信される通信⽅式の変更およびプログラムの変更に 
ともなう軽微な変更の届出は省略できるとの事である。 
 
１） これまでの変更申請のありかた 
意⾒者は、かねてより付属装置のプログラムの変更により、デジタルテレビジョン、デジタル⾳声通信、 
デジタル符号化⽂字通信の変更申請を⾏ってきた。 
この申請の中で、申請内容を審査する過程において、デジタル化における符号化⽅式について複数回 
問い合わせを受けてきた。その取り合わせ事例は、 
 ・デジタル符号化⽅式が広く公開されているいること 
 ・デジタル符号化が秘話機能を持たないこと 
この２点について、その事実を証明するための⽂献、資料を何度も提出を求められてきた。 
今回の改正においては、⼀度付属装置を付加して、たとえば「F1D」「F1B」「G1E」などの電波形式を 
申請して許可された後には、付属装置のコンピュータプログラムの変更による軽微な変更の届出が 
不要となる。この改正については、⼿続きの簡素化になることから賛成する。 
しかし、付属装置の付加、変更について、過去のアマチュア局の無線免許⼿続きの変遷を考慮すると 
改正後の省令案では、どの無線局の免許⼿続規則を根拠にしているかが明確ではない。 
よって以下の具体的事例を基に総務省の⾒解をただしたい。 
 
２）付属装置の役割の変遷 
付属装置付加に関係する過去の無線免許⼿続きの経緯を振り返ると、過去付属装置に相当する装置は、 
デジタル符号化などの信号処理を論理回路で構成したことから付属装置を付加すること⾃体の変更と 
その変更するためのデジタル符号化等の回路構成が重要であった。 
現在の付属装置の装置本体は、送信機のマイクロフォン端⼦とコンピュータの⾳声出⼒を結線するため 
のインターフェイス機能、さらに接続するコンピュータ汎⽤品でありコンピュータ本体にはデジタル通信 
の具体的仕様内容に関与する個所は無いに等しい。 
しかし、コンピュータが実⾏するプログラムのデジタル符号化等の関係する具体的⼿順プロトコル（仕様） 
が記述してある。プログラムを実⾏するだれでも購⼊できる汎⽤品である。 
したがって、付属装置⾃体の有無は無線局の免許⼿続きの主旨を考慮すると付属装置の有無には免許⼿続き 
についての具体的な意味と必要性は無いに等しい。 



しかし、付属装置のコンピュータのプログラムには、デジタル符号化の⼿順、信号処理⽅法などのデジタル 
通信のプロトコル（仕様）がほぼすべて含まれている。 
よって、現在の無線局免許⼿続き規則では、このデジタル通信を⾏うプログラムのプロトコルがアマチュア局 
にとって必要か否かの審査が必要であるのではないか。 
 
３）付属装置の変更申請、審査のありかた 
以上より、かねてより付属装置の変更に関係したアマチュア局の無線設備の変更申請の過程において総務省 
の審査官が懸念した「デジタル符号化の公開性」と「秘話機能を持たない事」の担保について、改正後は 
どのような⼿段によって⾏政として担保していくのか、またその根拠となる省令はどれにあたるのかはっき
りと 
明⽰していただきたい。 
根拠を明⽰していただく理由は、繰り返しになるがアマチュア局においては、前記した 2 点の技術的要素は 
⾮常に重要な意味を持つためである。 
もしこの根拠は不明確であるのであれば、本省令改正の⽬的は「「付属装置のプログラム変更」に関わる 
軽微な変更申請が増⼤し、審査官の審査時間を要している⼈的問題の緩和」に関わる改正であり、改正 
の主旨が電波法の無線局免許⼿続き規則と合致しない可能性がある。 
 
４）無線局免許⼿続きの本来の在り⽅ 
さらに、仮に「「付属装置のプログラム変更」に関わる軽微な変更申請が増⼤し、審査官の審査時間を要して 
いる⼈的問題の緩和」が本省令改正の⽬的であるのであれば、アマチュア局の定義は「無線技術への興味に 
基づく⾃⼰訓練、通信及び技術的研究」にあるのであるから、無線装置は常に技術的に変化しつつ、向上する 
べきであるかして、無線局の免許⼿続きにおける、無線局の⼯事設計書、無線機系統図などの⼿続はそもそも 
省略して、我が国以外のアマチュア局を管轄する主管庁が⾏っているように、アマチュア局の操作範囲、出⼒ 
など最低限の制限でアマチュア局の免許を付与する⽅法に変更するべきである。 
 
３．意⾒２ 
「電波法施⾏規則の規定によりアマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める件」 
「無線局運⽤規則の規定によりアマチュア業務に使⽤する電波の型式及び周波数の使⽤区別を定める件」 
「周波数割当計画」 
 今回の省令改正により、1.8MHz/3.5MHz/3.6MHz 帯で運⽤できる周波数範囲が拡⼤したことについては、 
省令改正についておおい賛成する。 
 しかし、今回拡⼤した周波数範囲については、「２次業務」「アマチュア局以外の無線局に妨害になっては 
ならない」との注釈が付加されている。 
具体的「アマチュア局以外の無線局の妨害」とは何かについて総務省の考えをただしたい。 
 
１）1.8MHz 帯でアマチュア局以外の割当状況と使⽤許可海域 
 現在の「無線局の⽬的⼜は⽤途等ごとの周波数⼀覧表（地域周波数利⽤計画策定基準⼀覧表）の検索」に 
より、1825〜1875kHz の周波数に割当られている無線局は、「2 次業務」の「漁業⽤ラジオブイ」（無線標定） 
である。さらにこの周波数の割当規則では、詳細は避けるが⽇本排他的経済⽔域（EEZ)の外側での使⽤に 
限るとの使⽤規則がある。また、この EEZ 外で操業できる漁船のリストは農林⽔産省の⽔産庁から公開され 



ているが、 
<http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/sitei/> 
このリストによれが、この⽔域で操業できる漁船でかつ、1825〜1890kHz の「2 次業務」「漁業⽤ラジオブイ」 
の無線標定の免許を保有する漁船はない。 
さらに 「無線局の⽬的⼜は⽤途等ごとの周波数⼀覧表（地域周波数利⽤計画策定基準⼀覧表）の検索」 
よれば、 
<https://www.tele.soumu.go.jp/area/AreaallsearchServlet?FLOW=1800&FHIGH=2000&HZ=2&YOUT=00
0&LOCT=205&S_CNT=1&E_CNT=100&P_CNT=100&TTIP=> 
 
２） 「漁業⽤ラジオブイ」の使⽤海域を考慮した「アマチュア局以外の無線局への妨害」とは 
さらにこの周波数の「漁業⽤ラジオブイ」の使⽤範囲は「⽇本の EEZ 外」であり、かつ実際に操業する漁船 
がない。また、総務省が実⾏している周波数の 1 次業務、2 次業務の相互の⼲渉の頻度、程度を具体的に調査 
してさらなる周波数の効率的利⽤を⾏う「周波数再編アクションプラン」との整合性考慮すると、現在 1.8MHz 
帯に分配できるアマチュアバンドは、「1800〜1912.5kHz」まで割当が可能であるのではないか。 
さらに前記したように、「⽇本の EEZ 外」ある「漁業⽤ラジオブイ」について注釈にある 
 「アマチュア局以外の無線局の妨害」をどのように認定するのかを具体的に⽰していただきたい。 
具体的に 「アマチュア局以外の無線局の妨害」 を認定する⼿段がないのであれば、この注釈は削除していた 
だきたい。 
 
３）  「アマチュア局以外の無線局の妨害」を削除できる理由 
この 注釈の 「アマチュア局以外の無線局の妨害」を削除できる理由は以下の通りである。 
1875-1978.5kHz まで（アマチュアバンドを除く）の周波数はすべて「2 次業務」「漁業⽤ラジオブイ」に割当 
られている。 
なお、「国際電気通信連合が定める、⽇本が含む第 3 地域の国際周波数分配表」によれば、1800〜2000kHz で 
使⽤するラジオブイの無線標定移動局は「2 次業務」である。 
<https://www.tele.soumu.go.jp/resource/search/share/pdf/wari1.pdf> 
「国際電気通信連合が定める、⽇本が含む第 3 地域の国際周波数分配表」 では、アマチュア局は 1 次業務で 
あると認識できるが、この相違点はどのような法令の根拠に基づいて分配されているのかを明確にしていた 
だきたい。 
アマチュア局が分配の第⼀優先であると認識する。 
以上を考慮すると、現時点で 1.8MHz のアマチュアが利⽤できる周波数は、少なくとも「1800〜1912.5kHz」 
であるのではないか。 
国際法上、最終的な周波数分配を決定するのは主管庁である総務省であるが、基本的に「国際周波数分配表」 
の主旨にしたがって周波数分配するのが、「国際電気通信連合に加盟している我が国の役割」である。 
以上より、 注釈の 「アマチュア局以外の無線局の妨害」を削除 できると考えるが、総務省が引き続き 
注釈の「アマチュア局以外の無線局の妨害」この周波数では、「2 次業務」「漁業⽤ラジオブイ」の無線標定局 
が受ける妨害とは何かについて、具体的事例を提⽰していただきたい。 
1.8MHz 帯の周波数利⽤からアマチュアバンドの可能性を⽰した図を 160m_Band.jpg に添付する。 
 
 



３） 3.5MHz 3.6MHz 帯のアマチュア局以外の周波数利⽤について 
 この周波数帯は、国際電気通信連合が定める 「国際周波数分配表」によれば、「3500〜3900kHz」までが 
アマチュアバンドとして分配できる。 
しかし、⽇本は世界有数の漁業⼤国であり、この周波数帯は⽇本沿岸海域で操業する漁船を中⼼に利⽤されて 
きた経緯がある。これゆえ、現在でも気象庁（JMH）は気象情報を 3622.5kHz で 5kW で 操業する漁船に対
して放送している。 
 
４）  Global Maritime Distress and Safety System への移⾏ 
 増⼤する通信情報を確実に確保するためには、短波のモールスによる通信では限外があるとして、 
1992 年に国際海機関（IMO）は、航⾏する船舶と船舶を管理する海岸局、⽇本であれば海上保安庁の捜索 
救助機関を統合的連携することにより海上の安全を確保するための通信⼿段として GMDSS 
(Global Maritime Distress and Safety System)という制度を発⾏しました。 
⽇本では、1999 年 2 ⽉ 1 ⽇に GMDSS に完全移⾏しました。この移⾏により、 
 「無線局の⽬的⼜は⽤途等ごとの周波数⼀覧表（地域周波数利⽤計画策定基準⼀覧表）の検索」によれば、 
以下の周波数分配となっています。 
<https://www.tele.soumu.go.jp/area/AreaallsearchServlet?FLOW=3500&FHIGH=3900&HZ=2&YOUT=00
0&LOCT=000&S_CNT=1&E_CNT=100&P_CNT=100&TTIP=> 
3687.5 kHz 3726 kHz 3757.5 kHz 3770 kHz は実際には利⽤している無線局がありません。 
 
５） 3.5ＭHz 帯でのアマチュア局のデジタル通信の実態と新規周波数割当案との相違点 
 今回の省令改正案では、この周波数帯のデジタル通信の国際周波数との整合性を考慮していただき、 
3575〜3580kHz  3662〜3680kHz までの拡⼤を検討していただきました。 
しかし、この周波数帯のデジタル通信の国際共通周波数は、BPSK のデジタル⽂字通信では 3580kHz(F1B)、
ラジオテレタイプ(RTTY F1B)は 3590kHz となっています。 
したがって、このモードでは国際周波数と異なるため周波数を送受信で海外局と分けて交信する不都合が 
継続して⾏われています。 
 
６） 3.5MHz/3.6MHz/3.7MHz/3,8MHz 帯のアマチュア業務以外の周波数利⽤の実態把握 
 過去 3575〜3599kHz までは、航空⾃衛隊が A1A（モールス）での基地間通信として利⽤していた経緯が 
あります。しかし、1990 年当時の防衛⽩書より「通信の⾼度化」の⽅針により 3575〜3599kHz までの通信 
は、定時交信はなくなり、1 年に 1 回ないし 2 回、頻度がたかくとも⽉に 1 回程度の交信により、回線が利⽤ 
できるかの「運⽤確認」を⾏っていました。この実態は、航空⾃衛隊の「業務⽇誌」を確認することにより 
実態把握ができます。 
加えて、平成 29 年度の電波利⽤調査においては、この周波数の利⽤頻度は「０％」であったことも事実です。 
さらに、2019 年 5 ⽉ 20 ⽇をもって⾃衛隊の前記した「回線の運⽤確認」も終了しました。 
また、前記した GMDSS 移⾏前に海岸局が船舶局を⼀⻫呼出する 3612.5kHz を使⽤する海岸局はすでに存在
しません。 
⼀⽅、船舶局の⼀部 GMDSS に無線設備が移⾏後も船舶局の免許上 3612.5kHz の指定が残っています。 
しかし、船舶局が交信する相⼿⽅は「海岸局」であり、その海岸局の 3612.5kHz の免許が存在しない限り 
船舶局は 3612.5kHz の周波数を利⽤することができません。 



６)   3.5MHz/3.6MHz/3.7MHz/3,8MHz の周波数利⽤と総務省の 「周波数再編アクションプラン」 整合性 
 過去の無線局と現在残存している無線局免許の実態を総合的に勘案すると、総務省が実⾏している周波数 
の 1 次業務、2 次業務の相互の⼲渉の頻度、程度を具体的に調査してさらなる周波数の効率的利⽤を⾏う 
「周波数再編アクションプラン」と現在パブリックコメントを募集している 
「公共業務⽤無線局等の免許状記載事項等の公表に係る制度整備のため、電波法施⾏規則等の⼀部を改正 
する省令案」その間に不整合が⽣じます。 
 
７） 周波数を管轄する主管庁の総務省の⾏動の在り⽅ 
 今⼀度、⾏政府の役割を国⺠の⽴場から考えると、「憲法における⾏政府、地⽅⾃治のあり⽅」より引⽤す
ると、 
   １．主権者たる国⺠は、全て地⽅公共団体の住⺠である。 国⺠主権の原則に基づく、地域に関⼼を 

持つ住⺠の参画による  
地⽅⾃治の発展こそが、我が国の⺠主主義を発展させ、 国⺠福祉の増進を最⼤化するものであり、  

    地⽅⾃治は、国政の三権（⽴法、⾏政、司法）との関係において ⼀定、尊重されるべき。  
 
  ２．地⽅の統治を担う地⽅公共団体は、住⺠に⾝近な公共的事務について、 国⺠主権の原則のもと、 

住⺠から直接授権されている観点から、 ⾃主的・⾃⽴的に処理する固有の権能が保障されるべき。    
 
 憲法における⾏政府（地⽅⾃治）の在り⽅をすみやかに実⾏するべき⽅針が、総務省の 
「周波数再編アクションプラン」であり、この⽅針を機動的運⽤することが、⾏政府である総務省の役割 
ではないでしょうか。 
 
８） 3.5MHz/3.6MHz/3.7MHz/3.8ＭHz 帯のアマチュアバンド  
 以上を踏まえて、現在 1.8MHz および 3.5MHz/3.6MHz/3.7MHz/3.8ＭHz 帯のアマチュアバンドが分割 
され、国際電気通信連合の定める「国際周波数分配」とは異なる運⽤を続けている⼀⽅で、実際に使⽤して 
いない周波数がこの周波数帯に存在する事実より、今回の省令改正で新たに周波数分配された  
3575〜3580kHz  3662〜3680kHz 以外の周波数をいつアマチュア局に分配するのかを具体的時期を⽰して 
いただきたいと思います。 
  3.5MHz/3.6MHz/3.7MHz/3.8 Ｍ Hz 帯 の 周 波 数 利 ⽤ か ら ア マ チ ュ ア バ ン ド の 可 能 性 を ⽰ し た 図 を
80_Band.jpg に⽰す。 
 
これが、⾏政府である総務省の国⺠に対する責務であると主張します。 
 
以上 


